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■建設省告示第１３６９号：特定防火設備の構造方法を定める件　（ 平成31年3月29日一部改訂）

　第１

　一

　二 平成２７年国土交通省告示第２５０号第２第３号リ（２）（ｉ）（一）に規定する構造としたもの

　三 骨組を鉄材又は鋼材で造り、両面にそれぞれ厚さが０.５ミリメートル以上の鉄板又は鋼材を張ったもの

　四 鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は鋼材の厚みが１.５ミリメートル以上のもの

　五

　六

七

八

　第２

　第３

■建設省告示第２５６３号：防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件 　＜温度ヒューズに類似する公称作動温度の抜粋＞

　第２

　二

■建築基準法第２条　９－２、耐火建築物

■備考

ガラリ用の建築ＦＤ（防火ダンパー）の法規について

　通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間加熱面以外の面に火災を出さない防火設備の構造方法は、次
に定めるものとすることとする。

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２１条第２項第２号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定
を受けたもの（建築基準法施行令第１０９上の５第一号に規定する火災継続予想時間が１時間以上である場合に限り、同条
第二号の国土交通大臣が定める面を有するものを除く）

鉄骨コンクリート又は鉄筋コンクリートで造られたもので、厚さが３.５センチメートル以上のもの

土蔵造りで厚さが１５センチメートル以上のもの

建築基準法施行令第１０９条第２項の規定により同条第１項の防火設備とみなされる外壁、袖壁、塀その他これらに類するも
ので、防火構造としたもの

開口面積が１００平方センチメートル以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆
い又は地面からの高さが１メートル以下の換気孔に設ける網目２ミリメートル以下の金網

　第１ 第三号又は第四号のいずれかに該当する防火設備は、周囲の部分（当該防火設備から屋内側に１５センチメートル以内の
間に設けられた建具（廻り縁、窓台その他これらに類する部分を含む。）がある場合には当該建具を含む。）が不燃材料で造られ
た開口部に取付なければならない。

　防火戸（第１ 第七号又は第八号のいずれかに該当するものを除く。）が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又
は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造 とし、かつ、防火設備の取付金物は、当該防火設備が閉鎖
した際に露出しないように取り付けなければならない。

　令第１１２条第１３項第１号イからニまでに掲げる要因（二に掲げる要因にあっては火災より温度が急激に上昇した場合に自
　動的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。）を満たす防火設備の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものと
　する。

イ．（２）．（ｉ）．消防法第２１条の２第１項の規定による検定に合格した熱複合式若しくは低温式のもので特殊の公称作動
                    温度（中略）が６０度から７０度までのもの（ボイラー室、厨房等最高周囲温度が５０度を超える場所にあ
               　　っては、当該周囲温度より２０度高い公称作動温度のもの）

　　　　　イ．その主要構造部が（１）又は（２）のいずれかに該当すること。
　　　　　　　（１）耐火構造であること。
　　　　　　　（２）次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあっては、[ⅰ]に掲げる性能に限る。）に関して政令で定める技術的基準に
　　　　　　　　　　適合するものであること。
　　　　　　　　　[ⅰ] 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終
　　　　　　　　　　　　了するまで耐えること。
　　　　　　　　　[ⅱ] 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
　　　　　ロ．その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（その構造が遮炎性能（通常の
　　　　　　　火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合す
　　　　　　　るもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの に限る。）を有すること。

・建設省告示第1369号の平成31年の改訂により、第１ 第四号より「防火戸又は防火ダンパー」の呼称部分は削除されました。
・建築ＦＤは国土交通大臣が定めた構造を用いているため、建設省告示1369号適用により特定防火設備となります。
・従来の建築ＦＤで表面が赤色化するほどの高熱での性能試験を行っていないものは、遮炎性能が不確かな製品です。
・弊社の建築ＦＤは、認定性能評価機関において評価試験に準じた方法で性能試験を行ない60分間の遮炎性能を実証。
・評価試験に準じた方法での性能試験とは、ISO 834 に準拠した加熱曲線に沿って60分で最高945℃に達する試験です。
・建築ＦＤでのダクト接続は、設備の法規や指針に抵触しますので設備ＦＤ(設備工事)をご使用下さい。

申請図書として資料の提出は不要 申請図書として認定書が必要

特定防火設備　（一時間耐火）

＜例示仕様、告示仕様、告示認定、通則認定＞ ＜大臣認定、個別認定、認定番号＞

国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 国土交通大臣の認定を受けたもの

「防火設備の構造方法を定める件」
建設省告示第1369号に適合すること

認定性能評価機関で試験・評価を行い、
国土交通大臣の認定を受けること
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■従来の防火ダンパーと弊社「ＦＤ-Ｐ６０」の違い
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■　重　量　：約３８ｋｇ／㎡・・・（従来型の約２倍）　

■　主要材　：高耐食めっき鋼板（ＺＡＭ鋼板）

■　表面処理：めっき層を黒色化した「黒ＺＡＭ」素地

■　構　造　：温度ヒューズによる可動羽根式（溶解温度70℃）

■　防火性能：防火設備の構造方法を定める告示第1369号に適合

　　　　　　　（告示認定ですが高温での遮炎性能を確認）※３

　　　　　　　②枠から部品が飛び出さない内臓タイプ

■　開口率　：６０％（So/P＝30/50）※中間部

■　見込み　：７０見込

　　　　　　　③高温時の熱伸び吸収の軸隙間を確保

　　　　　　　④軸部の漏炎抑止として竪枠掛かり代の確保

　　　　　　　⑤更に軸部の漏炎対策として可動遮炎板を採用

■　重　量　：約１９ｋｇ／㎡・・・（軽量）

■　主要材　：溶融亜鉛めっき鋼板（ペンタイト鋼板）

■　表面処理：錆止め塗装まで（現場仕上塗装別途）

■　構　造　：温度ヒューズによる可動羽根式（溶解温度70℃）

■　防火性能：防火設備の構造方法を定める告示第1369号に適合

　　　　　　　（告示認定ですが高温での遮炎性能は未確認）※１

■　開口率　：３４％（So/P＝17/50）※中間部

■　見込み　：４０見込

　　　　　　　②枠から取付部品が露出して危険 ※２

　　　　　　　③高温時の熱伸び吸収の軸隙間が小さい

　　　　　　　④軸部の漏炎抑止としての竪枠掛かり代が小さい
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※２：防火設備が閉鎖した際に取付部品(ヒューズや連結アーム等)

　　　が露出して危険なため法規に抵触する可能性があります。

　　　（防火設備の構造方法を定める建設省告示第1369号他）
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従来の防火ダンパー：＜建築ＦＤ＞ ＦＤ－Ｐ６０：＜建築ＦＤ＞【意匠登録・実用新案登録】

＜本製品はアルミガラリの防火設備として使用する建築ＦＤですが、建築ＦＤでのダクト接続は設備の法規や指針に抵触しますので設備ＦＤ(設備工事)をご使用下さい＞

S=1/1
PROGRESS ＡＮ

■　備　考　：①黒ＺＡＭ使用により閉鎖不具合のリスクを低減■　備　考　：①錆や再塗装による閉鎖不具合のリスクが大きい

※３：国土交通大臣が定めた構造を用いているため建設省告示第

　　　１３６９号適用により特定防火設備となりますが、認定性

　　　能評価機関において評価試験に準じた方法での性能試験を

　　　(ISO 834に準拠した加熱曲線に沿って最高945℃での試験）

　　　行ない６０分間の遮炎性能を実証しました。

　　　が定めた構造を用いているため建設省告示第１３６９号適用

　　　回転軸の端部隙間が大きいと端部から漏炎の危険性があり、

　　　回転軸の端部隙間が小さいと熱伸びからの座屈により羽根

　　　高熱での性能試験を行っていないものは大きな熱伸びを考慮

　　　により特定防火設備となりますが、表面が赤色化するほどの

　　　材中央部が反って隙間ができ漏炎の危険性があります。

※１：３０年以上前から使用されている従来のＦＤは国土交通大臣

　　　されておらず遮炎性能が不確かな製品となります。


